
議案第 14号 関係資料

平成 23年 3月

葛飾区職員定数条例の一部を改正する条例

因磯員定数条例 (改正部分抜粋) 新 1日対照表

第 1条  (田御

(職員の定幼

第2条 職 員の定数は、次に掲げるとおりとする(

(1)区 長の事務部局の職員 2,661人

12)議 会の事務部局の職員  17人

|〕 教育委員会の事務部局の職員 224,人

“1 教育委員会の所管に属する学校の職員

ア 学 校の事務部局の職員 285人

イ 幼 稚園の教諭  14人

15)選 挙管理委員会の事務部局の職員 10人

俗)監 査委員の事務部局の職員 7人

17)農 業委員会の事務部局の職員 2人

合言+ 3.220人

2及び3 (略 )

第 3条  (田各)

改正案

第 1条  佃 勧

(職員の定幼

第2条 職 員の定数は、次に掲げるとおり

(1)区 長の事務部局の職員 2,651人

12)議 会の事務部局の職員  17人

131 教育委員会の事務部局の暇員 224人

に1 教育委員会の所管に属する学校の職員

ア 学 校の事務部局の職員 265人

イ 幼 稚園の教諭  14人

1引 選 挙管理委員会の事務部局の職員 10人

161 監査委員の事務部局の職員 7人

171 農業委員会の事務部局の職員 2人

合計 3,190人

2及 び 3 (崎

第 3条  (測各)

付 貝町

二の条例は、平成 23年 4月 1日から施行する。
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